
 

 

                          

 

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅は無料で耐震診断と相談が受けられます。 

 

 

 

 

 

※※診診断断結結果果がが１１．．００未未満満のの木木造造住住宅宅はは下下記記のの補補助助金金をを利利用用すするるここととががででききまますす。。  

  
  

  

  

  

 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された耐震診断結果が 1.0 未満の木造住宅を、補強工事

後の住宅の評点を 1.0 以上かつ、補強工事前の住宅の評点から 0.3 以上上げる耐震補強工事

費用について補助をします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

◆注意◆平成 30 年度までに補強計画策定事業費補助金を利用した方へ 

  上記の事業のご利用ができません。 

別の補助制度がありますので建築住宅課までお問合せください。 

○耐震補強工事に対する補助(補助率：補強計画費及び工事費の１０分の１０) 
 

【一般世帯・借家】   上限１００万円 

【中学生以下世帯※１】 上限１２０万円 

【高齢者等世帯※２】  上限１２０万円 

木木造造住住宅宅のの耐耐震震改改修修工工事事にに関関すするる補補助助制制度度  

無無料料のの耐耐震震診診断断とと相相談談  

  

②②相相談談士士訪訪問問  

１１．．住住宅宅のの間間取取りりやや筋筋かかいいのの位位置置やや老老朽朽  

度度をを確確認認しし、、耐耐震震診診断断をを行行いいまますす。。  

２２．．耐耐震震診診断断のの結結果果をを報報告告しし、、補補強強計計画画  

ななどどのの相相談談にに応応じじまますす。。  

①①市市役役所所にに電電話話  

☎☎664433--33448811  
  

建建築築住住宅宅課課でで受受付付  

相相談談士士のの依依頼頼  

申し込み・問い合わせ先   

藤枝市役所 建築住宅課  

℡ ０５４－６４３－３４８１ 
 

① 所得税  

住宅耐震改修の標準的な費用の額(補助金除く)の

10%(上限 25 万円)を所得税額控除 

要件・自己が居住する住宅 

     ・令和６年 12 月 31 日までに行われ 

た耐震改修工事（評点 1.0 以上） 

② 固定資産税  

固定資産税額を２分の１(対象面積 120 ㎡まで) 

要件・昭和 57 年 1 月 1 日以前の住宅 

・令和７年 3 月 31 日までに行われた耐震改修工事

（評点 1.0 以上） 

・耐震改修費用が 50 万円以上 

住住宅宅耐耐震震改改修修にによよるる税税金金のの優優遇遇制制度度  

＊ 補 助 金 の 利 用 に は 契 約 前 の 申 請 が 必 要 と な り ま す 。  

※１中学生以下世帯とは・・・  

中学生以下の子が居住する世帯 

 

※２高齢者等世帯とは・・・ 

①65 歳以上の方だけの世帯 

②身体障害程度等級が 1 級又は 2 級の方、要介護者又は 

要支援者の方、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の 

交付を受けた方が同居する世帯 詳細はこちら↓ 

  

診断については令和６年度で終了予定 



 

 

○耐震シェルター・防災ベッドの設置に対する補助 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築され、耐震診断結果が 

1.0 未満の木造住宅の 1 階に耐震シェルター・防災ベッド 

を設置する費用に対して補助をします。 
 

【耐震シェルター】 上限５０万円（上限６０万円※） 
 

【防災ベッド】   上限４５万円（上限５５万円※） 

 

 

 
 

 

 

○木造住宅の除却及び建設費用に対する補助 

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築され、耐震診断結果が 1.0 未満の居住して 

いる木造住宅を除却し、その敷地に継続して居住するための住宅を建設※する 

場合に、費用の一部を補助します。補助率は 23％です。 
 

【一般世帯】         上限４０万円（除却のみ：上限３０万円） 

【中学生以下の子が居住する世帯・三世代同居世帯】上限８０万円（除却のみ：上限３０万円） 

※土砂災害特別警戒区域以外の省エネ基準を満たした新築住宅に限ります。 

（除却のみは除く） 

 

 

○耐震診断に対する補助【上限５０万円】 

    昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された建物の耐震診断を実施するために 

支払う経費に対して補助をします。補助率は３分の２です。 

※延べ面積により補助額が変わりますので、ご相談ください。 

 
 

 

① 瓦屋根の耐風診断費用に対する補助 【上限２.１万円】 

令和 3 年 12 月 31 日以前の基準で建てられた瓦屋根に対して、かわらぶき 

技能士等の専門家による瓦屋根の耐風診断に要する費用の３分の２以内の額を 

補助します。 

② 瓦屋根の耐風改修費用に対する補助 【上限５５.２万円】 

上記の診断結果で基準に適合しない瓦屋根から耐風性能を有する屋根への 

ふき替えに要する費用の一部を補助します。 

補助率は２３％です。（改修後、屋根全体が新基準に適合するものに限る） 
 

住住宅宅瓦瓦屋屋根根のの耐耐風風対対策策にに関関すするる補補助助制制度度  

そそのの他他のの木木造造住住宅宅耐耐震震補補助助制制度度  

木木造造住住宅宅のの建建替替にに関関すするる補補助助制制度度  

＊ 補 助 金 の 利 用 に は 契 約 前 の 申 請 が 必 要 と な り ま す 。  

木木造造住住宅宅以以外外のの建建物物のの耐耐震震診診断断補補助助制制度度  

※65 歳以上の方もしくは、身体障害程度等級が 1 級又は 2 級の方、要介護
者又は要支援者の方、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた
方が使用する場合 



 

 
 

 
 

 

道路に面する原則４段以上のブロック塀等について、 

専門家が無料で安全点検と相談に応じます。 

市役所へ電話でお申し込みが可能です。 
 

 

 

① ブロック塀等の撤去費用に対する補助 【上限１０万円】 

通学路及び緊急輸送路等に面する倒壊の危険性のあるブロック塀等の撤去に 

要する費用の１０分の１０(その他の道路に面する場合は３分の２)以内の額 

を補助します。  

② ブロック塀等の改善費用に対する補助 【上限２５万円】 

通学路、緊急輸送道路、避難路、避難地に面するブロック塀等を安全なフェンス等 
に改善する費用の３分の２以内の額を補助します。 

 
 

 

 

 

○住宅を除却し移転及び建設費用に対する補助 

土砂災害のおそれのある区域（土砂災害警戒区域等）に建てられた住宅を除却し、

市内に移転及び居住するための住宅を建設する場合に、費用の一部を補助します。 

 

   補助の内容           補助率     補助額 
  

①住宅除去の費用           ２３％      上限３０万円 

                            

②新たに居住する住宅の建設、             同一地区移転※ 

 購入（これに必要な土地の取得     2 分の１    上限７０万円 

 含む）及び改修の費用                その他の地区移転 

                           上限５０万円 

 

③引越し費用                          2 分の１    上限５０万円 

  （市内の新耐震基準の住宅でも可能） 

※同一地区移転：移転前と同じ中学校区内への移転 

ブブロロッックク塀塀等等撤撤去去・・改改善善工工事事にに関関すするる補補助助制制度度  

ブブロロッックク塀塀等等のの無無料料のの専専門門家家診診断断  

＊ 補 助 金 の 利 用 に は 契 約 前 の 申 請 が 必 要 と な り ま す 。  

申し込み・問い合わせ先   

藤枝市役所 建築住宅課  

℡ ０５４－６４３－３４８１ 
 

土土砂砂災災害害警警戒戒区区域域内内住住宅宅移移転転事事業業にに関関すするる補補助助制制度度  
ホームページはこちら↓ 

         

ホームページはこちら↓ 

  


